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インドのニューデリー。発展途上国でも、先進国・地域でも、富裕税として明確に設定された税に効果的なものは

現在ほとんどない (写真: Jens Kalaene/Corbis) 

 
 所得格差が大きく、さらに深刻化しつつあることは、IMF が最近公表した財政モニターでも

明確に示されているように、多くの国々で強く懸念されている。一方で、富は所得と比べても、

次の図が示すように、その分配がさらに不平等である。 
 
 最富裕層に 2%の「グローバル富裕税」を協調的に課すことをピケティが提案したのは有名

だが、現時点では発展途上国でも先進国・地域でも、富裕税として明確に設定された税で効

果的なものはごく少数である。事実、OECD 諸国で富裕税を実際に活用している国は 1985 年

に 12 か国あったが、2007 年までに、たったの 4 か国に減少した。そして、こうした富裕税の多

くが限定的な効果しかあげなかったし、現在もその効果は限られている。また、富裕税を導入

している発展途上国は極めて少ない。インドもまた、前回の予算で富裕税を撤廃した。 
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 富裕税の設計は、ロビー活動の影響を受けやすいことや、最富裕層が免税を不当に悪用し

やすいということで、悪名高い。さらに、富裕層は税率の低い海外に富を移すことで、巧みに

課税を回避したり、脱税したりすることが判明している。アルスタツェーテとヨハネセン、ズック

マンの試算からは、家計が保有する金融資産全体の約 8%が税率の低いオフショアに置かれ

ていることが示されている。これは世界 GDP の約 10%に相当し、その約 4 分の 3 は申告され

ていない。発展途上国にとっては、こうした数字はさらに大きなものになる。ラテンアメリカの金

融資産の 22%ほどが国外に置かれていると試算されており、アフリカについてはこの数字は

実に 30%に上る。 
 
 富の格差の過剰な拡大に対処する上で税制がどのように役立つかは注目を集めている話

題であり、IMF と世界銀行合同で昨年 10 月に行われた税に関する定例会議で議論が行われ

た。また、税と格差に関しては、明日、ニューヨークの国連で初めて開催される「税に関する協

働のプラットフォーム」でも考慮される予定だ。 
 
 私たちは、前進が可能な分野がいくつかあると考えている。 
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大金の流れを追跡する 

 純資産が大きい個人に対してリスクに基づいたアプローチをとること、また、段階別の対策を

コミュニケーションや執行ツールを用いて行うことで、成果が生まれてきている。チリでは過去

3 年間で、純資産が大きい個人に対する実効所得税率は約 9%から 10.5%に増加した。税務

組織の中に純資産の大きい個人への課税を担当する専門部署を設置することが有効だと考

える国が増えている。 
 
税の設計が重要 

 富裕層への課税をさらに効果的にするためには、税制の設計と施行に関する多くの側面に

注意を払う必要がある。例えば、毎年課税される富裕税が存在しなくても、その富によって生

み出される資本所得や、そうした富の世代間の相続が効果的に課税されるのであれば、あま

り大きな問題にはならないかも知れない。そして、富の種類に応じて、異なる形で課税すること

も理に適うかもしれない。例えば、多くの富が不動産に投資されているので、固定資産税が不

完全ではあっても有用な富裕税の形態として役立つかもしれない。ただし、アレックス・コバム

が 10 月のイベント中に強調したように超富裕層にはあまり効果的ではない。また、下手に設

計された富裕税は、例えば免税措置が過剰であったり、贈与や相続への課税が甘かったりし

て、大きな歪みを生むものの歳入をほとんど増加させないことも記憶にとどめる価値がある。 
 
財布を開いてもらうには、頭脳に訴え、心を開いてもらうべき 

 超富裕層の中には、さらなる税負担を背負うことの社会的な便益を認識する人もいる。例え

ば、ビル・ゲイツの父親である。したがって、社会的な責任感を培うためにもっとできることがあ

るかもしれない。貧しい国々が対象を絞った歳出を行うことで、教育面での成果など経済発展

効果が生じているが、例えばこうした経済開発効果を証明・提示することで、こうした責任感を

促進できるかもしれない。より一般的に言うと、政府が信頼され、その効率が高く、さらには財

産権が保証されているときに、富裕層も他の層の人々と同じように、納税意欲を高めるし、資

産隠しを行う可能性は低くなる。 
 
行動を支持する仲間を集めて連合を形成する 

 世界の多国籍企業が事業を行う国々で何十億ドルもの租税回避を行っていたという報道が

なされている。市民社会団体は発展途上国における明らかな歳入ロスに焦点を当てている。

こうした報告の多くは、全ての人が同意するわけではないだろうが、多国籍企業のアグレッシ

ブな租税回避は倫理的に受け入れられない行動だという見方を示している。調査報道によっ

て、こうした問題にさらに注目が集まるようになった。 
 
資産運用マネージャーを考慮に入れる 

 富の隠蔽を手助けする仲介者は自身の評判を気にする。彼らは時には告発者となることな

どによって、制度改革を支援することができるが、彼らを味方につけて協力を促す上でこの点

がチャンスとなる。ある行為が合法であっても正義に反すると一般に受け止められていると、



 4 
 

IMF ブログ: http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=104  
 

政治的な行動を駆り立てることがある。これは、年次総会のイベントでもう 1 人のスピーカーで

あったブルック・ハリントンがその著作の中で強調した点である。告発者の中には、見返りとし

て多額の金銭的報酬を得た者もいることも念頭に置くべきだ。 
 
透明性を高めることが、監視の目を強めることにつながる 

 国際的に税の情報交換を行うことは、発展途上国と先進国・地域の双方にとって、申告され

ていない所得と富に対処する上で強力な手段になる。G20 がこの分野で進めるこうしたイニシ

アティブが、富裕層に対する国際課税への優れたアプローチになることは疑いの余地がない

だろう。ひょっとすると、状況を一変させる革新的な効果をもたらすかもしれない。しかし、発展

途上国の税務当局が情報共有の恩恵を確実に受けられるようにすることが重要だ。国際機関

は、こうした基準が発展途上国により相応しいものになるように手助けできるし、受益所有権や

オフショアにある富の総額に関する情報公開の動きも支援できる。これに伴い、有益な監視が

行われるようになり、国際的な脱税を撲滅する運動への支援が強化されるようになるだろう。 
 
 低所得国の富裕層により効果的に税を課すための突破口は、今すぐには見えてこない。し

かし、たった数年前と比べても希望を抱くのに十分な理由が今、確かにある。 
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